
○
文
部
科
学
省
令
第
五
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
位
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

学
位
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
公
表
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
当
該
学
位
」
を
「
当
該
博
士
の
学
位
」
に
、
「
そ
の
論
文
」
を
「
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論

文
の
全
文
」
に
、
「
印
刷
公
表
」
を
「
公
表
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
論
文
」
を
「
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係

る
論
文
」
に
、
「
印
刷
公
表
」
を
「
公
表
」
に
、
「
こ
の
場
合
」
を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

３

博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
が
行
う
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
大
学
又
は
独
立



行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
の
協
力
を
得
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
学
位
規
則
（
以
下
「
新
学
位
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
以
後
に
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
学
位
規
則
第
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


